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北
方
領
土
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
外
務
省
に
よ
る
ビ
ザ
の
発
給
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
四
月
二
十
三
日
、
札
幌
で
行
わ
れ
た
ビ
ザ
な
し
交
流
の
北
方
四
島
交
流
代
表
者
間
協
議
（
以
下
、
「
協
議
」
と
い

う
。
）
に
出
席
す
る
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
に
対
し
、
外
務
省
と
し
て
初
め
て
我
が
国
へ
の
入
国
ビ
ザ
を
発
給
し
た
。
右

に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
三
七
号
）
で
は
、
「
御
指
摘
の
協
議
に
参
加
し
た
北
方
四
島
の
代
表
者

に
つ
い
て
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
四
島
交
流
の
枠
組
み
の
下
、
査
証
な
し
で
北
方
四
島
か
ら
直
接
北
海
道
本
島
を
訪
問
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
が
、
気
候
条
件
等
の
理
由
か
ら
、
四
島
交
流
の
枠
組
み
の
下
、
船
舶
に
よ
り
北
方
四
島
か
ら
直
接
北
海
道
本
島

を
訪
問
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
例
外
的
に
サ
ハ
リ
ン
経
由
で
北
海
道
本
島
を
訪
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と

な
っ
た
。
一
般
論
と
し
て
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
ロ
シ
ア
連
邦
の
国
籍
を
有
す
る
者
が
我
が
国
に
入
国
す
る
場
合
に
は
、
当
然
査
証

が
必
要
と
な
る
。
今
回
の
場
合
は
、
北
方
四
島
住
民
に
よ
る
北
海
道
本
島
へ
の
訪
問
で
は
あ
る
が
、
サ
ハ
リ
ン
経
由
で
北
海
道

本
島
を
訪
問
す
る
以
上
、
通
常
の
四
島
交
流
の
枠
組
み
の
下
で
の
北
方
四
島
住
民
に
よ
る
北
海
道
本
島
へ
の
訪
問
と
は
扱
い
が

異
な
る
べ
き
こ
と
、
及
び
四
島
交
流
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
北
方
四
島
の
代
表
者
の
参
加
を
得
て
御
指
摘
の
協
議
を
開

催
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
査
証
を
発
給
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一



一

前
文
の
答
弁
に
お
い
て
外
務
省
は
、
「
一
般
論
と
し
て
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
ロ
シ
ア
連
邦
の
国
籍
を
有
す
る
者
が
我
が
国
に

入
国
す
る
場
合
に
は
、
当
然
査
証
が
必
要
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ビ
ザ
な
し
交
流
と
い
う
の

は
、
日
ロ
両
国
に
お
い
て
互
い
の
主
権
を
棚
上
げ
し
た
、
特
殊
な
枠
組
み
の
下
に
お
け
る
交
流
で
あ
る
。
「
協
議
」
は
そ
の

ビ
ザ
な
し
交
流
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
会
合
で
あ
り
、
そ
れ
に
参
加
す
る
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
が
、
仮
に
気
候

条
件
等
の
理
由
に
よ
り
サ
ハ
リ
ン
等
、
北
方
領
土
以
外
の
場
所
か
ら
我
が
国
に
入
域
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に

は
、
一
般
論
に
従
う
の
で
は
な
く
、
右
に
述
べ
た
ビ
ザ
な
し
交
流
の
特
殊
な
趣
旨
に
鑑
み
、
ビ
ザ
を
発
給
せ
ず
し
て
我
が
国

へ
の
入
域
が
で
き
る
様
、
何
ら
か
の
知
恵
を
絞
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

二

今
回
「
協
議
」
に
参
加
す
る
た
め
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
北
海
道
本
島
に
入
域
し
た
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
に
対
し
て

は
、
前
文
の
答
弁
に
あ
る
様
に
「
サ
ハ
リ
ン
経
由
で
北
海
道
本
島
を
訪
問
す
る
以
上
、
通
常
の
四
島
交
流
の
枠
組
み
の
下
で

の
北
方
四
島
住
民
に
よ
る
北
海
道
本
島
へ
の
訪
問
と
は
扱
い
が
異
な
る
」
と
、
原
理
原
則
の
み
に
凝
り
固
ま
る
の
で
は
な

く
、
例
え
ば
彼
ら
の
現
住
所
は
北
方
領
土
で
あ
る
が
、
職
場
が
サ
ハ
リ
ン
で
あ
る
と
み
な
す
等
の
、
一
般
論
で
は
な
く
特
殊

な
認
識
に
立
っ
て
、
ビ
ザ
を
発
給
せ
ず
に
北
海
道
本
島
へ
入
域
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
外
務
省

よ
り
、
右
の
様
な
知
恵
が
出
て
こ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

二



三

今
後
、
今
回
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
が
北
方
領
土
よ
り
我
が
国
へ
入
域
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
り
、
北
方
領
土
で
は
な
い
、
サ
ハ
リ
ン
等
の
ロ
シ
ア
国
内
か
ら
入
域
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
例
が
発
生
す
る
こ
と

も
あ
り
得
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
と
し
て
ど
の
様
な
対
応
を
と
る
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


